
新型コロナウイルス感染症の拡大に便乗した悪質商法等の発生が懸念され

ます。１人で判断せずに家族や警察に相談するなど冷静に対応しましょう。

新型コロナウイルス感染症に

便乗した送り付け商法に注意

福島県警察本部

送り付けられる前に、事業者から電話連絡はありましたか。

送付された商品の売買契約の

勧誘はありましたか。

上記の売買契約の締結を申し

込みましたか。

★商品が届いた場合でも、

契約書面を受け取ってから８日以内

であれば、返品（クーリング・オフ）

ができます。書面を受け取っていなけ

ればいつでも可能です。

★ 売買契約は成立しません。

・ 身に覚えのない商品代金を

支払ってはいけません。

・ 事業者に連絡する必要も

ありません。

★ 商品の送付があった日から

事業者による引取りがないまま

14日間を経過したときは、商品

を自由に処分できます。

・ 引取りを請求すれば、その

請求の日から７日間に短縮で

きますが、事業者に電話番号

等を知られてしまう可能性が

あるため、注意が必要です。

★ その後の事業者による商品の

引取りに応じる必要もありません。
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対 応 要 領

～ マスクの送り付け対応チェックシート ～

全国的な事例

１ 注文していないマスクが届いた

２ 高額なマスクや消毒液の購入を勧誘された

３ 新型コロナウイルスに効くなどと宣伝した医薬品が販売されている


